
ヤングケアラーとは・・・

（ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、）
一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に
行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性があ
る18歳未満の子ども

※「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～」（R4.3）より

厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/young-carer/
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（参考）
〇説明動画（5分程度）
「ヤングケアラーについて ～子どもたちに関わるみなさんへ～」
https://www.youtube.com/watch?v=sKixHFPAxlU

〇大阪府ホームページ 「ヤングケアラーへの支援」
https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/youngcarer/index.html

〇厚生労働省ホームページ 「子どもが子どもでいられる街に。」
https://www.mhlw.go.jp/young-carer/

ヤングケアラーとそのご家族の支援に向けて

Ø ヤングケアラーへの正しい理解を！
Ø世帯全体を支援する視点を持って
Ø福祉、介護、医療、教育など様々な関係機関との連携を！

【調査対象】府立高校生全員（102,630人）
【調査期間等】令和3年9月3日～10月31日、回答者数：20,182人（回答率約19.7％）

◆ 世話をしている家族が「いる」と回答したのは、回答者全体の6.5％

◆世話をしている家族が「いる」と回答した生徒（1,312人）のうち、
学校名を明らかにした者（783人）の在籍校は149校中132校
（約9割）にのぼる

※きょうだいの状況（複数回答）
幼い63.1％、身体障がい2.8％、知的障がい7.6％、
精神疾患・依存症（疑い含む）2.6％、病気 3.0％

●「いる」と答えた生徒のうち、世話をしている家族の内訳
（複数回答）

21.4%
8.7%

41.2%
15.7%

30.8%

無回答
その他

きょうだい(※)
祖⽗⺟
⽗⺟

●世話をしているために、やりたいけれどできていないこと
（上位５項目・複数回答）

42.3%
8.5%
12.0%
13.0%

10.0%

特にない

友人と遊ぶことができない

睡眠が十分に取れない

自分の時間が取れない

宿題をする時間や勉強する時間が取れない

府立高校におけるヤングケアラーに関する調査結果から（WEB調査）

大阪府福祉部地域福祉推進室地域福祉課
電話︓06-6944-7602 ファクシミリ︓06-6944-6681 メール︓chiikifukushi-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp
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障がい者差別解消や合理的配慮について学びませんか 

 

 大阪府では、昨年４月に「大阪府障がい者差別解消条例」を改正し、「事業者による合理

的配慮の提供」を義務化したことを受けて、「障がい者差別解消」や「合理的配慮」につい

てわかりやすく学んでいただくための動画を作成しました。 

 フォーラム動画「身近な事例を基に障がい者差別解消について考える」では、関西テレビ

堀田篤アナウンサーを司会に迎え、実際に大阪府に寄せられた相談をもとにした事例を寸劇

で紹介し、ミサイルマン西代さんや有識者、障がい当事者、事業者の方々によるディスカッ

ションを通じて楽しみながら学んでいただくことのできる内容となっています。ぜひ社内研

修等でご活用ください。 

 また、講義動画では障害者差別解消法や大阪府障がい者差別解消条例等について解説して

おりますので、こちらも併せてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＜お問合せ先＞ 

          大阪府福祉部障がい福祉企画課権利擁護グループ 

          電話：06-6944-6271   ファックス：06-6942-7215 

          電子メール：syogaikikaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp 

関西テレビ 

アナウンサー 

堀田 篤さん 

ミサイルマン 

西代 洋さん 

◎フォーラム動画「身近な事例を基に障がい者差別解消について考える」（約65分） 

◎講義動画「障害者差別解消法の理解と対応」（約25分） 

動画はこちらから 

 https://www.youtube.com/watch?v=kWVi9sRNPNc 

※こちらの動画は2023年2月8日までの公開の予定です。 

※２事例を紹介しており、１事例のみなら半分程度の所要時間となります。 

 

動画はこちらから 

 https://www.youtube.com/watch?v=snfKtP5umaU 
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 大阪府、府内全市町村、障がい者団体等で構成する 

「大阪ふれあいキャンペーン」では、障がいに関する様々な情報を発信する 
SNSを始めました。ぜひ、フォローして下さい。 

【掲載内容】 
■障がい理解の取組み例の紹介 
■各障がいについてご紹介 
 （困りごとや配慮してほしいこと等） 

■イベント情報           等 

【掲載例】 

「共に生きる障がい者展 
（ともいき）」のご紹介 

① 

障がいについてのご紹介 ② 

Instagram Twitter 

大阪ふれあいキャンペーン 

（大阪ふれあいキャンペーンとは） 
 大阪府と府内 43全市町村と障がい者団体及び 
地域福祉団等４４団体の、計８８団体で構成。 
協賛企業・団体等の協力も得ながら、 
障がいに関するさまざまな啓発事業を展開しています。 
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成年後見制度

いざという時のために
知って安心

成年後見登記制度

せい ど

とき

し あん しん

せいけんこうねん

せい どせいき

ほう む しょう みん じ きょく

とうけんこうねん

法務省民事局
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自
じ

分
ぶん

のためにみんなの安
あん

心
しん

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

とは，どんな制
せい

度
ど

ですか？Q1

法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

には 
どのような違

ちが

いがありますか？Q2

認
にん

知
ち

症
しょう

，知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

，精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

などの理
り

由
ゆう

で判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な方
かた

々
がた

は，不
ふ

動
どう

産
さん

や預
よ

貯
ちょ

金
きん

な
どの財

ざい

産
さん

を管
かん

理
り

したり，身
み

のまわりの世
せ

話
わ

のために介
かい

護
ご

などのサービスや施
し

設
せつ

への入
にゅう

所
しょ

に関
かん

する契
けい

約
やく

を結
むす

んだり，遺
い

産
さん

分
ぶん

割
かつ

の協
きょう

議
ぎ

をしたりする必
ひつ

要
よう

があっても，
自
じ

分
ぶん

でこれらのことをするのが難
むずか

しい場
ば

合
あい

がありま
す。また，自

じ

分
ぶん

に不
ふ

利
り

益
えき

な契
けい

約
やく

であってもよく判
はん

断
だん

が
できずに契

けい

約
やく

を結
むす

んでしまい，悪
あく

質
しつ

商
しょう

法
ほう

の被
ひ

害
がい

にあ
うおそれもあります。このような判

はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な
方
かた

々
がた

を保
ほ

護
ご

し，支
し

援
えん

するのが成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

です。
　成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

には，大
おお

きく分
わ

けると，法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の２つの制
せい

度
ど

があります。

A

法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

では，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

に応
おう

じて成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

（成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

・保
ほ

佐
さ

人
にん

・
補
ほ

助
じょ

人
にん

）を選
せん

任
にん

し，その権
けん

限
げん

も基
き

本
ほん

的
てき

に法
ほう

律
りつ

で定
さだ

められているのに対
たい

し，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

では，
本
ほん

人
にん

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

やその権
けん

限
げん

を自
じ

分
ぶん

で決
き

めることができるという違
ちが

いがあります。そのほか
の主

おも

な違
ちが

いは，次
つぎ

の表
ひょう

のとおりです。

A

×
判断能力の不十分な方々
はんだんのうりょく

あく  しつ しょうほう ふ　　り　えき けい　やく

ふじゅうぶん かたがた

悪質商法などの不利益な契約

契約を
する時

けい　やく

とき
協議を
する時

きょう ぎ

とき
財産の
ざい　さん

かん　り

管理

保護　支援と
ほ ご し えん

法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

保
ほ

佐
さ

補
ほ

助
じょ

後
こう

見
けん
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

制
せい

度
ど

の概
がい

要
よう

本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になった
後
あと

に，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

によって選
せん

任
にん

さ
れた成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

が本
ほん

人
にん

を法
ほう

律
りつ

的
てき

に支
し

援
えん

する制
せい

度
ど

（本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

に応
おう

じて，「後
こう

見
けん

」，「保
ほ

佐
さ

」，「補
ほ

助
じょ

」の３つの制
せい

度
ど

がある。）

本
ほん

人
にん

が十
じゅう

分
ぶん

な判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

を有
ゆう

する時
とき

に，あらかじめ，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

とな
る方

かた

や将
しょう

来
らい

その方
かた

に委
い

任
にん

する事
じ

務
む

（本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

，療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

及
およ

び財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

に関
かん

する事
じ

務
む

）の内
ない

容
よう

を定
さだ

めてお
き，本

ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になっ
た後

あと

に，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

がこれらの事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

う制
せい

度
ど

申
もうし

立
たて

手
て

続
つづき

家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に後
こう

見
けん

等
とう

の開
かい

始
し

の申
もうし

立
た

てを行
おこな

う必
ひつ

要
よう

①�本
ほん

人
にん

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

との間
あいだ

で，本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

，療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

及
およ

び財
ざい

産
さん

管
かん

理
り

に関
かん

する事
じ

務
む

について任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える内
ない

容
よう

の契
けい

約
やく

（任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

）を締
てい

結
けつ

➡�この契
けい

約
やく

は，公
こう

証
しょう

人
にん

が作
さく

成
せい

する
公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

により締
てい

結
けつ

することが
必
ひつ

要
よう

②�本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になっ
た後

あと

に，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に対
たい

し，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

て

申
もうし

立
た

てをすることが
できる方

かた
本
ほん

人
にん

，配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

，四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

，
検
けん

察
さつ

官
かん

，市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

など
本
ほん

人
にん

，配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

，四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

，
任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

（注
ちゅう

１）

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

，�
任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

の権
けん

限
げん

制
せい

度
ど

に応
おう

じて，一
いっ

定
てい

の範
はん

囲
い

内
ない

で代
だい

理
り

したり，本
ほん

人
にん

が締
てい

結
けつ

した契
けい

約
やく

を
取
と

り消
け

すことができる。

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

で定
さだ

めた範
はん

囲
い

内
ない

で代
だい

理
り

することができるが，本
ほん

人
にん

が締
てい

結
けつ

した契
けい

約
やく

を取
と

り消
け

すことはでき
ない。

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

等
とう

（注
ちゅう

２）
の選

せん

任
にん

必
ひつ

要
よう

に応
おう

じて家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

で
選
せん

任
にん

全
ぜん

件
けん

で選
せん

任
にん

（注
ちゅう

１）   本
ほん

人
にん

以
い

外
がい

の方
かた

の申
もうし

立
た

てにより任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の選
せん

任
にん

の審
しん

判
ぱん

をするには，本
ほん

人
にん

の同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

です。ただし，本
ほん

人
にん

が
意
い

思
し

を表
ひょう

示
じ

することができないときは必
ひつ

要
よう

ありません。
（注

ちゅう

２）   後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

等
とう

＝ 任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

における任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

 
法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

における後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

，保
ほ

佐
さ

監
かん

督
とく

人
にん

，補
ほ

助
じょ

監
かん

督
とく

人
にん
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

とは，どんな制
せい

度
ど

ですか？Q3

本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の程
てい

度
ど

に応
おう

じて，「後
こう

見
けん

」，「保
ほ

佐
さ

」，「補
ほ

助
じょ

」の３つの制
せい

度
ど

が用
よう

意
い

されています。
「後

こう

見
けん

」，「保
ほ

佐
さ

」，「補
ほ

助
じょ

」の主
おも

な違
ちが

いは，次
つぎ

の表
ひょう

のとおりです。

後
こう

見
けん

保
ほ

佐
さ

補
ほ

助
じょ

対
たい

象
しょう

となる方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が欠
か

けてい
るのが通

つう

常
じょう

の状
じょう

態
たい

の
方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が著
いちじる

しく不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な方
かた

判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な
方
かた

申
もうし

立
た

てをすることが�
できる方

かた

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の�
同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

な行
こう

為
い

(注
ちゅう

４)

民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の
行
こう

為
い

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

６)(注
ちゅう

７)

申
もうし

立
た

ての範
はん

囲
い

内
ない

で家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が審
しん

判
ぱん

で定
さだ

める「特
とく

定
てい

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

」(民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の行
こう

為
い

の一
いち

部
ぶ

)(注
ちゅう

３)(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

７)

取
とり

消
け

しが可
か

能
のう

な行
こう

為
い

日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

以
い

外
がい

の行
こう

為
い

(注
ちゅう

４)
同
どう

上
じょう

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

６)(注
ちゅう

７)
同
どう

上
じょう

(注
ちゅう

５)(注
ちゅう

７)

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に�
与
あた

えられる�
代
だい

理
り

権
けん

の範
はん

囲
い

財
ざい

産
さん

に関
かん

するすべての
法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

申
もうし

立
た

ての範
はん

囲
い

内
ない

で家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が審
しん

判
ぱん

で定
さだ

める「特
とく

定
てい

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

」(注
ちゅう

３)

同
どう

左
さ

(注
ちゅう

３)

(注
ちゅう

３)   本
ほん

人
にん

以
い

外
がい

の方
かた

の申
もうし

立
た

てにより，保
ほ

佐
さ

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える審
しん

判
ぱん

をする場
ば

合
あい

，本
ほん

人
にん

の同
どう

意
い

が必
ひつ

要
よう

になります。補
ほ

助
じょ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

や補
ほ

助
じょ

人
にん

に同
どう

意
い

権
けん

・代
だい

理
り

権
けん

を与
あた

える審
しん

判
ぱん

をする場
ば

合
あい

も同
おな

じです。
(注

ちゅう

４)   成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

が契
けい

約
やく

等
とう

の法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

（日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

を除
のぞ

きます。）をした場
ば

合
あい

には，仮
かり

に成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

の同
どう

意
い

があったとしても，後
あと

で取
と

り消
け

すことができます。
(注

ちゅう

５)   民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

では，借
しゃっ

金
きん

，訴
そ

訟
しょう

行
こう

為
い

，相
そう

続
ぞく

の承
しょう

認
にん

・放
ほう

棄
き

，新
しん

築
ちく

・改
かい

築
ちく

・増
ぞう

築
ちく

などの行
こう

為
い

が挙
あ

げられています。
(注

ちゅう

６)   家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

判
ぱん

により，民
みん

法
ぽう

13条
じょう

１項
こう

所
しょ

定
てい

の行
こう

為
い

以
い

外
がい

についても，同
どう

意
い

権
けん

・取
とり

消
けし

権
けん

の範
はん

囲
い

とすることができます。
(注

ちゅう

７)   日
にち

用
よう

品
ひん

の購
こう

入
にゅう

など日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に関
かん

する行
こう

為
い

は除
のぞ

かれます。

本
ほん

人
にん

，配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

，四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

，検
けん

察
さつ

官
かん

，市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

など（注
ちゅう

３）

A
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は２年
ねん

前
まえ

に統
とう

合
ごう

失
しっ

調
ちょう

症
しょう

を発
はっ

症
しょう

し，半
はん

年
とし

前
まえ

から幻
げん

覚
かく

や妄
もう

想
そう

等
とう

の症
しょう

状
じょう

が悪
あっ

化
か

したため，入
にゅう

院
いん

していま
す。本

ほん

人
にん

の家
か

族
ぞく

構
こう

成
せい

は母
はは

一
ひと

人
り

子
こ

一
ひと

人
り

であったところ，その母
はは

が２か月
げつ

前
まえ

に死
し

亡
ぼう

しました。唯
ゆい

一
いつ

の親
しん

族
ぞく

で
ある叔

お

母
ば

は，引
ひ

き続
つづ

き本
ほん

人
にん

が生
せい

活
かつ

に必
ひつ

要
よう

な医
い

療
りょう

や福
ふく

祉
し

サービスを受
う

けられるようにしたり，本
ほん

人
にん

が亡
ぼう

母
ぼ

から相
そう

続
ぞく

した自
じ

宅
たく

の登
とう

記
き

手
て

続
つづき

や自
じ

動
どう

車
しゃ

の処
しょ

分
ぶん

等
とう

を行
おこな

えるようにしたりするため，後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て，本
ほん

人
にん

について後
こう

見
けん

が開
かい

始
し

されました。そして，叔
お

母
ば

は遠
えん

方
ぽう

に居
きょ

住
じゅう

している
ことから成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

になることは困
こん

難
なん

であり，後
こう

見
けん

事
じ

務
む

として，不
ふ

動
どう

産
さん

の登
とう

記
き

手
て

続
つづき

等
とう

が想
そう

定
てい

されたこと
から，司

し

法
ほう

書
しょ

士
し

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。
　本

ほん

人
にん

は，退
たい

院
いん

後
ご

は住
す

み慣
な

れた自
じ

宅
たく

で引
ひ

き続
つづ

き生
せい

活
かつ

をしたいという意
い

向
こう

を有
ゆう

していたため，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

は，その意
い

向
こう

を尊
そん

重
ちょう

し，自
じ

宅
たく

は売
ばい

却
きゃく

せずに，維
い

持
じ

費
ひ

のかかる自
じ

動
どう

車
しゃ

だけを売
ばい

却
きゃく

することにしました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：統
とう

合
ごう

失
しっ

調
ちょう

症
しょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：叔
お

母
ば

❸成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

：司
し

法
ほう

書
しょ

士
し後

こう

見
けん

開
かい

始
し

事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は１年
ねん

前
まえ

に夫
おっと

を亡
な

くしてから一
ひと

人
り

暮
ぐ

らしをしていました。以
い

前
ぜん

から物
もの

忘
わす

れが見
み

られましたが，最
さい

近
きん

症
しょう

状
じょう

が進
すす

み，買
かい

物
もの

の際
さい

に１万
まん

円
えん

札
さつ

を出
だ

したか５千
せん

円
えん

札
さつ

を出
だ

したか，わからなくなることが多
おお

くなり，
日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

に支
し

障
しょう

が出
で

てきたため，長
ちょう

男
なん

家
か

族
ぞく

と同
どう

居
きょ

することになりました。隣
りん

県
けん

に住
す

む長
ちょう

男
なん

は，本
ほん

人
にん

が住
す

んでいた自
じ

宅
たく

が老
ろう

朽
きゅう

化
か

しているため，この際
さい

自
じ

宅
たく

の土
と

地
ち

，建
たて

物
もの

を売
う

りたいと考
かんが

えて，保
ほ

佐
さ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の
申
もうし

立
た

てをし，併
あわ

せて土
と

地
ち

，建
たて

物
もの

を売
ばい

却
きゃく

することについて代
だい

理
り

権
けん

付
ふ

与
よ

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て，本
ほん

人
にん

について保
ほ

佐
さ

が開
かい

始
し

され，長
ちょう

男
なん

が保
ほ

佐
さ

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。長
ちょう

男
なん

は，
家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

から居
きょ

住
じゅう

用
よう

不
ふ

動
どう

産
さん

の処
しょ

分
ぶん

についての許
きょ

可
か

の審
しん

判
ぱん

を受
う

け，本
ほん

人
にん

の自
じ

宅
たく

を売
ばい

却
きゃく

する手
て

続
つづき

を進
すす

める
ことができました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：中
ちゅう

程
てい

度
ど

の認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：長
ちょう

男
なん

❸保
ほ

佐
さ

人
にん

：申
もうし

立
たて

人
にん保

ほ

佐
さ

開
かい

始
し

事
じ

例
れい

　本
ほん

人
にん

は，最
さい

近
きん

お米
こめ

を研
と

がずに炊
た

いてしまうなど，家
か

事
じ

の失
しっ

敗
ぱい

がみられるようになり，また，貸
かし

金
きん

業
ぎょう

者
しゃ

からの借
しゃっ

金
きん

を繰
く

り返
かえ

すようになりました。困
こま

った長
ちょう

男
なん

が家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に申
もうし

立
た

てをし，併
あわ

せて本
ほん

人
にん

が他
た

人
にん

か
らお金

かね

を借
か

りたり，他
た

人
にん

の借
しゃっ

金
きん

の保
ほ

証
しょう

人
にん

となることについて同
どう

意
い

権
けん

付
ふ

与
よ

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをしました。
　家

か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て，本
ほん

人
にん

について補
ほ

助
じょ

が開
かい

始
し

され，長
ちょう

男
なん

が補
ほ

助
じょ

人
にん

に選
せん

任
にん

されて同
どう

意
い

権
けん

が与
あた

えら
れました。その結

けっ

果
か

，本
ほん

人
にん

が長
ちょう

男
なん

に断
ことわ

りなく貸
かし

金
きん

業
ぎょう

者
しゃ

から借
しゃっ

金
きん

をしたような場
ば

合
あい

には，長
ちょう

男
なん

がその契
けい

約
やく

を取
と

り消
け

すことができるようになりました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：軽
けい

度
ど

の認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷申
もうし

立
たて

人
にん

：長
ちょう

男
なん

❸補
ほ

助
じょ

人
にん

：申
もうし

立
たて

人
にん補

ほ

助
じょ

開
かい

始
し

事
じ

例
れい
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

には，どのような人
ひと

が 
選
えら

ばれるのでしょうか？Q4

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の役
やく

割
わり

は何
なん

ですか？Q5

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

は，本
ほん

人
にん

のためにどのような保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

が必
ひつ

要
よう

かなどの事
じ

情
じょう

に応
おう

じて，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が選
せん

任
にん

することにな
ります。本

ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

以
い

外
がい

にも，法
ほう

律
りつ

・福
ふく

祉
し

の専
せん

門
もん

家
か

その他
た

の第
だい

三
さん

者
しゃ

や，福
ふく

祉
し

関
かん

係
けい

の公
こう

益
えき

法
ほう

人
じん

その他
た

の法
ほう

人
じん

が選
えら

ばれる場
ば

合
あい

がありま
す。成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

を複
ふく

数
すう

選
えら

ぶことも可
か

能
のう

です。また，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

を監
かん

督
とく

する成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

などが選
えら

ばれることもあります。
　なお，後

こう

見
けん

開
かい

始
し

等
とう

の審
しん

判
ぱん

を申
もう

し立
た

てた人
ひと

において特
とく

定
てい

の人
ひと

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
えら

ばれることを希
き

望
ぼう

していた場
ば

合
あい

であっても，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が希
き

望
ぼう

どおりの人
ひと

を成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
せん

任
にん

するとは限
かぎ

りません。
希
き

望
ぼう

に沿
そ

わない人
ひと

が成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

に選
せん

任
にん

された場
ば

合
あい

であっても，
そのことを理

り

由
ゆう

に後
こう

見
けん

開
かい

始
し

等
とう

の審
しん

判
ぱん

に対
たい

して不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

てをするこ
とはできませんので，ご注

ちゅう

意
い

ください。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

は，本
ほん

人
にん

の生
せい

活
かつ

・医
い

療
りょう

・介
かい

護
ご

・福
ふく

祉
し

など，本
ほん

人
にん

の身
み

のまわりの事
こと

柄
がら

にも目
め

を配
くば

りながら
本
ほん

人
にん

を保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

します。具
ぐ

体
たい

的
てき

には，本
ほん

人
にん

の不
ふ

動
どう

産
さん

や預
よ

貯
ちょ

金
きん

などの財
ざい

産
さん

を管
かん

理
り

したり，本
ほん

人
にん

の希
き

望
ぼう

や体
からだ

の状
じょう

態
たい

，生
せい

活
かつ

の様
よう

子
す

等
とう

を考
こう

慮
りょ

して，必
ひつ

要
よう

な福
ふく

祉
し

サービスや医
い

療
りょう

が受
う

け
られるよう，介

かい

護
ご

契
けい

約
やく

の締
てい

結
けつ

や医
い

療
りょう

費
ひ

の支
し

払
はらい

などを行
おこな

った
りします。もっとも，食

しょく

事
じ

の世
せ

話
わ

や実
じっ

際
さい

の介
かい

護
ご

などは，一
いっ

般
ぱん

に成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の職
しょく

務
む

ではありません。
　また，成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

はその事
じ

務
む

について家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に報
ほう

告
こく

するなどして，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の監
かん

督
とく

を受
う

けることになります。

A

保護・支援
ほ ご し えん

せい ねんこう けん にん とう

成年後見人等

ほん にん

本人
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

の申
もうし

立
た

てをする方
かた

がいない場
ば

合
あい

は， 
どうすればよいのでしょうか？Q6

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

や保
ほ

佐
さ

制
せい

度
ど

を 
利
り

用
よう

した場
ば

合
あい

には，資
し

格
かく

などの 
制
せい

限
げん

はありますか？

Q7

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

をしていますが， 
後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

を受
う

けた後
あと

も， 
取
とり

締
しまり

役
やく

を続
つづ

けられるのでしょうか？

Q8

身
み

寄
よ

りがないなどの理
り

由
ゆう

で，申
もうし

立
た

てをする方
かた

がいない認
にん

知
ち

症
しょう

の高
こう

齢
れい

者
しゃ

，知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

者
しゃ

，精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

の方
かた

の保
ほ

護
ご

・支
し

援
えん

を図
はか

るため，市
し

町
ちょう

村
そん

長
ちょう

等
とう

に法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

（後
こう

見
けん

・保
ほ

佐
さ

・補
ほ

助
じょ

）の開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
たて

権
けん

が与
あた

えられています。

A

これまで，各
かく

種
しゅ

の法
ほう

律
りつ

において，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

又
また

は保
ほ

佐
さ

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

することにより，医
い

師
し

，税
ぜい

理
り

士
し

等
とう

の資
し

格
かく

や公
こう

務
む

員
いん

等
とう

の地
ち

位
い

を失
うしな

うなど，本
ほん

人
にん

の権
けん

利
り

を制
せい

限
げん

する規
き

定
てい

が定
さだ

められていました
が，令

れい

和
わ

元
がん

年
ねん

に「成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の権
けん

利
り

の制
せい

限
げん

に係
かか

る措
そ

置
ち

の適
てき

正
せい

化
か

等
とう

を図
はか

るための関
かん

係
けい

法
ほう

律
りつ

の整
せい

備
び

に
関
かん

する法
ほう

律
りつ

」等
とう

が成
せい

立
りつ

し，上
じょう

記
き

権
けん

利
り

を制
せい

限
げん

する規
き

定
てい

は削
さく

除
じょ

されました。今
こん

後
ご

は，各
かく

資
し

格
かく

・職
しょく

種
ぎょう

・営
えい

業
ぎょう

許
きょ

可
か

等
とう

に必
ひつ

要
よう

な能
のう

力
りょく

の有
う

無
む

については，個
こ

別
べつ

に判
はん

断
だん

されることになります（注
ちゅう

８）。

（注
ちゅう

８）   ただし，株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

については，Ｑ８のとおりです。

A

令
れい

和
わ

元
がん

年
ねん

に「会
かい

社
しゃ

法
ほう

の一
いち

部
ぶ

を改
かい

正
せい

する法
ほう

律
りつ

」等
とう

が成
せい

立
りつ

し，成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

及
およ

び被
ひ

保
ほ

佐
さ

人
にん

も株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の取
とり

締
しまり

役
やく

に就
しゅう

任
にん

できることとなりました。もっとも，取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

は，その資
し

質
しつ

や能
のう

力
りょく

等
とう

を踏
ふ

ま
えて株

かぶ

主
ぬし

総
そう

会
かい

で選
せん

任
にん

されるため，取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

への就
しゅう

任
にん

後
ご

に判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が低
てい

下
か

して後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

を受
う

けた
場
ば

合
あい

には，一
いっ

旦
たん

はその地
ち

位
い

を失
うしな

うこととされており，再
ふたた

び取
とり

締
しまり

役
やく

等
とう

に就
しゅう

任
にん

するためには，改
あらた

めて株
かぶ

主
ぬし

総
そう

会
かい

の決
けつ

議
ぎ

等
とう

の所
しょ

定
てい

の手
て

続
つづき

を経
へ

る必
ひつ

要
よう

があります。

A

後見開始の審判
けんこう かい し ぱんしん

再　任
さい にんい

取締役等の
地位を失う

とりしまりやくとう

ち うしな

ぎ

株主総会の決議等の
所定の手続

かぶ ぬし そうかい けつ

ていしょ つづきて

とう
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任
にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

とは，どんな制
せい

度
ど

ですか？Q9

本
ほん

人
にん

が十
じゅう

分
ぶん

な判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

を有
ゆう

する時
とき

に，あらかじめ，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

や将
しょう

来
らい

その方
かた

に委
い

任
にん

す
る事

じ

務
む

の内
ない

容
よう

を公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

による契
けい

約
やく

で定
さだ

めておき，本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

になった後
あと

に，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

が委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

う制
せい

度
ど

です。

A

本人
ほん にん

公証人
こうしょうにん

東京法務局
きょうとう ほう きょくむ

にん い こうけんけいやく

こうせいしょうしょさくせい
任意後見契約の
公正証書作成

とう き

登　記

にん い こうけんけいやく

任意後見契約

にん い こう けん じゅ にんしゃ

任意後見受任者

にん い こう けん じゅ にんしゃ

任意後見受任者

にん い こうけんけいやく

任意後見契約

嘱  

託

し
ょ
く

た
く

ほん にん じゅう ぶん はん だん のう りょく ときゆう

本人が十分な判断能力を有する時

本人
ほん にん

ほん にん はん だん のう りょく ときかてい

本人の判断能力が低下した時

本人
ほん にん にん い こう けん にん

任意後見人

にん い こう けん かい し

任意後見の開始

家庭裁判所
ていか さい しょばん にん い こう けん かん とく にん

任意後見監督人

にん い こう けん かん とく にん

任意後見監督人

任意後見監督人
選任の申立て

（本人，任意後見
受任者等から）

任意後見
監督人を
選任

にん い こうけん かん とくにん

にん いほんにん こう けん

にん い こう けん

かん とく にん

せん にん
じゅ にんしゃとう

せん もうしたにん

監督
かん とく

保護・支援
ほ ご し えん
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任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

はいつから委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を
始
はじ

めるのですか？Q10

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の役
やく

割
わり

は何
なん

ですか？Q11

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

にはどのような人
ひと

が 
選
えら

ばれるのでしょうか？Q12

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

は，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

を選
せん

任
にん

した時
とき

から効
こう

力
りょく

が生
しょう

じます。任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

は，この時
とき

から，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

で委
い

任
にん

された事
じ

務
む

を本
ほん

人
にん

に代
か

わって行
おこな

います。
　なお，任

にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

は，本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が低
てい

下
か

した場
ば

合
あい

には，速
すみ

やかに任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の�
選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

てをすることが求
もと

められます。

A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

の役
やく

割
わり

は，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の内
ない

容
よう

どおり，適
てき

正
せい

に仕
し

事
ごと

をしているか
を，任

にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

から財
ざい

産
さん

目
もく

録
ろく

などを提
てい

出
しゅつ

させるなどして監
かん

督
とく

することです。また，本
ほん

人
にん

と任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

の利
り

益
えき

が相
そう

反
はん

する法
ほう

律
りつ

行
こう

為
い

を行
おこな

うときに，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

が本
ほん

人
にん

を代
だい

理
り

します。任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

はその事
じ

務
む

について家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

に報
ほう

告
こく

するなどして，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の監
かん

督
とく

を受
う

けることになります。

A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

は，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

によって選
せん

任
にん

されますが，その役
やく

割
わり

等
とう

から，本
ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

等
とう

では
なく，第

だい

三
さん

者
しゃ

（弁
べん

護
ご

士
し

，司
し

法
ほう

書
しょ

士
し

，社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

士
し

等
とう

の専
せん

門
もん

職
しょく

や法
ほう

律
りつ

，福
ふく

祉
し

に関
かか

わる法
ほう

人
じん

など）が
選
えら

ばれることが多
おお

くなっています。なお，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる方
かた

や，その近
ちか

い親
しん

族
ぞく

（任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

となる
方
かた

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

，直
ちょっ

系
けい

血
けつ

族
ぞく

及
およ

び兄
きょう

弟
だい

姉
し

妹
まい

）等
とう

は任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

にはなれません。

A

　本
ほん

人
にん

は，記
き

憶
おく

力
りょく

や体
たい

力
りょく

に衰
おとろ

えを感
かん

じ始
はじ

めたことなどから，将
しょう

来
らい

に備
そな

えて，できる限
かぎ

り自
じ

宅
たく

で生
せい

活
かつ

を続
つづ

けた
いといった生

せい

活
かつ

に関
かん

する希
き

望
ぼう

などを伝
つた

えた上
うえ

で，長
ちょう

女
じょ

との間
あいだ

で任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

を結
むす

びました。その数
すう

か月
げつ

後
ご

，
本
ほん

人
にん

は脳
のう

梗
こう

塞
そく

で倒
たお

れ，左
ひだり

半
はん

身
しん

が麻
ま

痺
ひ

するとともに，認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

も現
あらわ

れました。そのため，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の
相
あい

手
て

方
がた

である長
ちょう

女
じょ

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

選
せん

任
にん

の審
しん

判
ぱん

を申
もう

し立
た

て，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の審
しん

理
り

を経
へ

て，弁
べん

護
ご

士
し

が任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

に選
せん

任
にん

されました。
　長

ちょう

女
じょ

は，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

として，事
じ

前
ぜん

に把
は

握
あく

していた本
ほん

人
にん

の意
い

向
こう

を尊
そん

重
ちょう

し，本
ほん

人
にん

が在
ざい

宅
たく

で福
ふく

祉
し

サービスを受
う

け
られるようにしました。

❶本
ほん

人
にん

の状
じょう

況
きょう

：脳
のう

梗
こう

塞
そく

による認
にん

知
ち

症
しょう

の症
しょう

状
じょう

　　❷任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

：長
ちょう

女
じょ

❸任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

：弁
べん

護
ご

士
し

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

 
選
せん

任
にん

事
じ

例
れい

8468



法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

したいのですが， 
法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てに必
ひつ

要
よう

な 
費
ひ

用
よう

はどのくらいかかるのでしょうか？

Q13

後
こう

　見
けん

保
ほ

　佐
さ

補
ほ

　助
じょ

申
もうし

立
たて

手
て

数
すう

料
りょう

（収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

） 800円
えん

800円
えん

（注
ちゅう

９） 800円
えん

（注
ちゅう

10）

登
とう

記
き

手
て

数
すう

料
りょう

（収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

）※ 2,600円
えん

2,600円
えん

2,600円
えん

その他
た

（注
ちゅう

11）（注
ちゅう

12）

※当
とう

分
ぶん

の間
あいだ

，登
とう

記
き

印
いん

紙
し

も使
し

用
よう

することができます。

(注
ちゅう

9) 保
ほ

佐
さ

人
にん

に代
だい

理
り

権
けん

を付
ふ

与
よ

する審
しん

判
ぱん

又
また

は保
ほ

佐
さ

人
にん

の同
どう

意
い

を得
え

ることを要
よう

する行
こう

為
い

を追
つい

加
か

する審
しん

判
ぱん

の申
もうし

立
た

てをするには，申
もうし

立
た

てごとに別
べっ

途
と

，収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

800円
えん

が必
ひつ

要
よう

になります。

(注
ちゅう

10) 補
ほ

助
じょ

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

をするには，補
ほ

助
じょ

人
にん

に同
どう

意
い

権
けん

又
また

は代
だい

理
り

権
けん

を付
ふ

与
よ

する審
しん

判
ぱん

を同
どう

時
じ

にしなけれ
ばなりませんが，これらの申

もうし

立
た

てそれぞれにつき収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

800円
えん

が必
ひつ

要
よう

になります。

(注
ちゅう

11) 申
もうし

立
た

てをするには，戸
こ

籍
せき

謄
とう

本
ほん

，登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

，診
しん

断
だん

書
しょ

などの書
しょ

類
るい

が必
ひつ

要
よう

です。これらを
入
にゅう

手
しゅ

するための費
ひ

用
よう

も別
べっ

途
と

かかります（申
もうし

立
た

てに必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

については，申
もうし

立
た

てをされる家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

にご確
かく

認
にん

ください。）。 

(注
ちゅう

12) 資
し

力
りょく

が乏
とぼ

しい方
かた

については，日
に

本
ほん

司
し

法
ほう

支
し

援
えん

センター (愛
あい

称
しょう

「法
ほう

テラス」)が行
おこな

う民
みん

事
じ

法
ほう

律
りつ

扶
ふ

助
じょ

による援
えん

助
じょ

(申
もうし

立
たて

代
だい

理
り

人
にん

費
ひ

用
よう

の立
たて

替
か

えなど)を受
う

けることができる場
ば

合
あい

があります。詳
くわ

しく
は法

ほう

テラスの相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

（コールセンター 0570-078374）へお電
でん

話
わ

ください。
 また，法

ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

する際
さい

に必
ひつ

要
よう

な経
けい

費
ひ

を助
じょ

成
せい

している市
し

町
ちょう

村
そん

もあります。詳
くわ

しく
は各

かく

市
し

町
ちょう

村
そん

の窓
まど

口
ぐち

へお問
と

い合
あ

わせください。

(注
ちゅう

13) 申
もうし

立
た

てをされる家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

にご確
かく

認
にん

ください。

(注
ちゅう

14) 後
こう

見
けん

と保
ほ

佐
さ

では，必
ひつ

要
よう

なときには，本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

の程
てい

度
ど

を医
い

学
がく

的
てき

に十
じゅう

分
ぶん

確
かく

認
にん

するために，
医

い

師
し

による鑑
かん

定
てい

を行
おこな

いますので，鑑
かん

定
てい

料
りょう

が必
ひつ

要
よう

になります。鑑
かん

定
てい

料
りょう

は個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

によって
異
こと

なりますが，ほとんどの場
ば

合
あい

，10万
まん

円
えん

以
い

下
か

となっています。

　法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

開
かい

始
し

後
ご

に，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

から請
せい

求
きゅう

があった場
ば

合
あい

には，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

により，
報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

となります。

連
れん

絡
らく

用
よう

の郵
ゆう

便
びん

切
きっ

手
て

（注
ちゅう

13），鑑
かん

定
てい

料
りょう

（注
ちゅう

14）

A
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法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

したいのですが，申
もうし

立
た

てから 
開
かい

始
し

までどれくらいの期
き

間
かん

がかかるのでしょうか？Q15

法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

が開
かい

始
し

した後
あと

で，制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

を 
やめることはできますか？Q16

審
しん

理
り

期
き

間
かん

については，個
こ

々
こ

の事
じ

案
あん

により異
こと

なり，一
いち

概
がい

には言
い

え
ませんが，多

おお

くの場
ば

合
あい

，申
もうし

立
た

てから法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

の開
かい

始
し

までの期
き

間
かん

は，４か月
げつ

以
い

内
ない

となっています。鑑
かん

定
てい

手
て

続
つづき

や成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の候
こう

補
ほ

者
しゃ

の適
てき

格
かく

性
せい

の調
ちょう

査
さ

，本
ほん

人
にん

の陳
ちん

述
じゅつ

聴
ちょう

取
しゅ

などのために，一
いっ

定
てい

の審
しん

理
り

期
き

間
かん

を要
よう

することになります。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

は判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が不
ふ

十
じゅう

分
ぶん

な本
ほん

人
にん

の権
けん

利
り

を保
ほ

護
ご

するための制
せい

度
ど

ですので，本
ほん

人
にん

の判
はん

断
だん

能
のう

力
りょく

が回
かい

復
ふく

したと認
みと

められる場
ば

合
あい

でない限
かぎ

り，制
せい

度
ど

の利
り

用
よう

を途
と

中
ちゅう

でやめることはできません。A

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

を作
さく

成
せい

するために 
必
ひつ

要
よう

な費
ひ

用
よう

はどのくらいかかるのでしょうか？Q14

公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

作
さく

成
せい

の基
き

本
ほん

手
て

数
すう

料
りょう

11,000円
えん

登
とう

記
き

嘱
しょく

託
たく

手
て

数
すう

料
りょう

1,400円
えん

法
ほう

務
む

局
きょく

に納
のう

付
ふ

する印
いん

紙
し

代
だい

2,600円
えん

その他
た

本
ほん

人
にん

らに交
こう

付
ふ

する正
せい

本
ほん

等
とう

の証
しょう

書
しょ

代
だい

，登
とう

記
き

嘱
しょく

託
たく

書
しょ

郵
ゆう

送
そう

用
よう

の切
きっ

手
て

代
だい

など

　上
じょう

記
き

費
ひ

用
よう

とは別
べつ

に，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

選
せん

任
にん

の申
もうし

立
た

て費
ひ

用
よう

が必
ひつ

要
よう

となります。
　契

けい

約
やく

の内
ない

容
よう

によっては、任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

に対
たい

する報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

となります。
　また，任

にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

から請
せい

求
きゅう

があった場
ば

合
あい

には，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

の判
はん

断
だん

により，報
ほう

酬
しゅう

の支
し

払
はらい

が必
ひつ

要
よう

と
なります。

A

多くの場合，４か月以内
げつ い ないばおお あい
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成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

とはどんな制
せい

度
ど

ですか？Q17

登記されていないことの
証明書の交付請求

「変更の登記」の申請
（登記されている方の住所変更など）

とう きへん

とう き かた しょじゅう こうへん

こう しん せい

東京法務局

後見登録課

法定後見の登記

東京法務局以外の
法務局・地方法務局

家庭裁判所

公証人

登記の嘱託

法定後見（後見・保佐・
補助）の開始の審判，任
意後見監督人の選任の
審判

●本人　●成年後見人　●保佐人
●補助人　●成年後見監督人
●保佐監督人　●補助監督人
●任意後見人　●任意後見受任者
●任意後見監督人
●本人の配偶者
●四親等内の親族　など

●法定後見・任意後見を受けて
いない方

●本人　●成年後見人　●保佐人
●補助人　●成年後見監督人
●保佐監督人　●補助監督人
●任意後見人　●任意後見受任者
●任意後見監督人
●本人親族などの利害関係人

任意後見契約の
公正証書を作成

ほうていこうけん こうけん ほ さ

とう き しょくたく

「終了の登記」の申請
（本人の死亡など）

とう き しんせいしゅうりょう

とう き

しょうめいしょ こう ふ せいきゅう

か てい さい ばん しょ とう きょう ほう

とうきょうほう む きょく い がい

ほう む きょく ち ほう ほう む きょく

とうけんこう か

戸籍課
かせきこ

ろく

けんこう きとうていほう

任意後見の登記
けんこう きとういにん

証明書交付
しょめい ふこうしょう

証明書交付
しょめい ふこうしょう

む きょく

こう しょう にん

ほ じょ かい し しんぱん にん

い こう

しん ぱん

にん い こう けん けい やく

こうせいしょうしょ さくせい

けんかん とくにん せん にん

登記事項の証明書の交付請求
じ こうとう き しょ こう ふしょうめい せいきゅう

ほん にん

ほ じょ にん せい ねん こう けん かん とく にん

ほ さ かん とく にん ほ じょ かん とく にん

にん い にんこう けん こう けんにん い しゃじゅ にん

にん い こう けん にんかん とく

ほん にん はい ぐう しゃ

よん しん とう ない ぞくしん

せい ねん こう けん にん ほ さ にん

ほん にん

ほう てい こう けん

かた

にん い こう けん う

ほ じょ にん せい ねん こう けん かん とく にん

ほ さ かん とく にん ほ じょ かん とく にん

にん い にんこう けん こう けんにん い しゃじゅ にん

にん い こう けん にんかん とく

ほん にん しん ぞく り がい かん けい にん

せい ねん こう けん にん ほ さ にん

ほんにん し ぼう

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

は，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

等
とう

の権
けん

限
げん

や任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の内
ない

容
よう

などを登
とう

記
き

官
かん

が
コンピュータ・システムを用

もち

いて
登
とう

記
き

し，また，登
とう

記
き

官
かん

が登
とう

記
き

事
じ

項
こう

を証
しょう

明
めい

した登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

（登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されて
いないことの証

しょう

明
めい

書
しょ

）を交
こう

付
ふ

する
ことによって登

とう

記
き

情
じょう

報
ほう

を開
かい

示
じ

する
制
せい

度
ど

です。

A

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

のイメージ

自
じ

分
ぶん

のためにみんなの安
あん

心
しん

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

登記官
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登
とう

記
き

はどのように 
されるのですか？Q18

どのようなときに，登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されて 
いないことの証

しょう

明
めい

書
しょ

を利
り

用
よう

することができますか？Q19

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

の後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

で，全
ぜん

国
こく

の成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

事
じ

務
む

を行
おこな

っています。
　後

こう

見
けん

開
かい

始
し

の審
しん

判
ぱん

がされたときや，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の公
こう

正
せい

証
しょう

書
しょ

が作
さく

成
せい

されたときなどに，家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

又
また

は公
こう

証
しょう

人
にん

からの嘱
しょく

託
たく

によって登
とう

記
き

されま
す。また，登

とう

記
き

されている本
ほん

人
にん

・成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

な
ど（注

ちゅう

15）は，登
とう

記
き

後
ご

の住
じゅう

所
しょ

変
へん

更
こう

などにより登
とう

記
き

内
ない

容
よう

に変
へん

更
こう

が生
しょう

じたときは「変
へん

更
こう

の登
とう

記
き

」を，本
ほん

人
にん

の死
し

亡
ぼう

などにより法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

又
また

は任
にん

意
い

後
こう

見
けん

が終
しゅう

了
りょう

したときは「終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

」を，申
しん

請
せい

する必
ひつ

要
よう

が
あります。この「変

へん

更
こう

の登
とう

記
き

」，「終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

」の
申
しん

請
せい

は，本
ほん

人
にん

の親
しん

族
ぞく

などの利
り

害
がい

関
かん

係
けい

人
にん

も行
おこな

うこ
とができます。
　登

とう

記
き

の申
しん

請
せい

は，書
かき

留
とめ

郵
ゆう

便
びん

で行
おこな

うことができま
す。

A

たとえば，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

が，本
ほん

人
にん

に代
か

わって財
ざい

産
さん

の売
ばい

買
ばい

・介
かい

護
ご

サービス提
てい

供
きょう

契
けい

約
やく

などを締
てい

結
けつ

するときに，
取
とり

引
ひき

相
あい

手
て

に対
たい

し登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

を提
てい

示
じ

することによっ
て，その権

けん

限
げん

などを確
かく

認
にん

してもらうという利
り

用
よう

方
ほう

法
ほう

が考
かんが

え
られます。また，成

せい

年
ねん

後
こう

見
けん

（法
ほう

定
てい

後
こう

見
けん

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

）を受
う

け
ていない方

かた

は，自
じ

己
こ

が登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

を受
う

けることができます。

A

ざい さん ばい ばい

てい きょう けい やく

かい ご

成年後見人・
任意後見人等

せい ねん こう けん にん

取引相手
とり ひき あい て

登記事
項

証明書

とう き じ こう

しょうめ
いしょ

本人
ほん にん

提示
てい じ

にん い こう けん にん とう
けん げん

かく にん

とう きょう ほう む きょく

とう

とうしゅう りょう き へん こう とう き

き

公証人
こうしょうにん

家庭裁判所
ていか さい しょばん

後見開始の審判が
されたとき

かいけんこう し ぱんしん

公正証書が作成
されたとき

しょうせいこう しょ せいさく

（注
ちゅう

15）  本
ほん

人
にん

（成
せい

年
ねん

被
ひ

後
こう

見
けん

人
にん

・被
ひ

保
ほ

佐
さ

人
にん

・被
ひ

補
ほ

助
じょ

人
にん

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

の本
ほん

人
にん

），

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

・保
ほ

佐
さ

人
にん

・補
ほ

助
じょ

人
にん

，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん

・保
ほ

佐
さ

監
かん

督
とく

人
にん

・補
ほ

助
じょ

監
かん

督
とく

人
にん

・

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

受
じゅ

任
にん

者
しゃ

・任
にん

意
い

後
こう

見
けん

人
にん

，任
にん

意
い

後
こう

見
けん

監
かん

督
とく

人
にん
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どのように登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されていない 
ことの証

しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をするのですか？Q20

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をする場
ば

合
あい

には，請
せい

求
きゅう

者
しゃ

の住
じゅう

所
しょ

，
氏
し

名
めい

，生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

及
およ

び資
し

格
かく

（本
ほん

人
にん

との関
かん

係
けい

）などを記
き

載
さい

した申
しん

請
せい

書
しょ

に，所
しょ

定
てい

の額
がく

（手
て

数
すう

料
りょう

）の収
しゅう

入
にゅう

印
いん

紙
し

（注
ちゅう

16）を貼
は

り，必
ひつ

要
よう

な添
てん

付
ぷ

書
しょ

面
めん

（注
ちゅう

17）を添
そ

えて請
せい

求
きゅう

（注
ちゅう

18）してくだ
さい。請

せい

求
きゅう

は，返
へん

信
しん

用
よう

封
ふう

筒
とう

（あて名
な

を書
か

いて，切
きっ

手
て

を貼
は

っ
たもの）を同

どう

封
ふう

して郵
ゆう

送
そう

で行
おこな

うこともできます。なお，証
しょう

明
めい

書
しょ

を交
こう

付
ふ

する際
さい

には，免
めん

許
きょ

証
しょう

・マイナンバーカード（注
ちゅう

19）・
保
ほ

険
けん

証
しょう

（注
ちゅう

20）など本
ほん

人
にん

確
かく

認
にん

のための資
し

料
りょう

の提
てい

示
じ

・提
てい

供
きょう

をお
願
ねが

いしております。郵
ゆう

送
そう

で請
せい

求
きゅう

される場
ば

合
あい

には，コピーした
ものを同

どう

封
ふう

いただきますようご協
きょう

力
りょく

願
ねが

います。
　窓

まど

口
ぐち

での証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

は，東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

及
およ

び東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

以
い

外
がい

の各
かく

法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

戸
こ

籍
せき

課
か

で
行
おこな

っています。

(注
ちゅう

16)   登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

 １通につき550円
えん

 
登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

 １通につき300円
えん

 
※　当

とう

分
ぶん

の間
あいだ

，登
とう

記
き

印
いん

紙
し

も使
し

用
よう

することができます。
(注

ちゅう

17)   本
ほん

人
にん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

又
また

は四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

が証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をする場
ば

合
あい

には，親
しん

族
ぞく

関
かん

係
けい

を証
しょう

する書
しょ

面
めん

として作
さく

成
せい

後
ご

３か月
げつ

以
い

内
ない

の戸
こ

籍
せき

謄
とう

抄
しょう

本
ほん

や住
じゅう

民
みん

票
ひょう

等
とう

を添
てん

付
ぷ

する必
ひつ

要
よう

があります。
 また，本

ほん

人
にん

から委
い

任
にん

を受
う

けた代
だい

理
り

人
にん

が，本
ほん

人
にん

に代
か

わって証
しょう

明
めい

書
しょ

の請
せい

求
きゅう

をすることもできますが，その場
ば

合
あい

には，
委
い

任
にん

状
じょう

を添
てん

付
ぷ

することが必
ひつ

要
よう

となります。
(注

ちゅう

18)   登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

について，特
とく

別
べつ

の請
せい

求
きゅう

がない限
かぎ

り，住
じゅう

所
しょ

等
とう

の変
へん

更
こう

前
まえ

の登
とう

記
き

事
じ

項
こう

は記
き

載
さい

されません。
(注

ちゅう

19)   表
ひょう

面
めん

（氏
し

名
めい

・住
じゅう

所
しょ

・生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

等
とう

が記
き

載
さい

されている面
めん

）のみをコピーしてください。
(注

ちゅう

20)   表
ひょう

面
めん

（氏
し

名
めい

・生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

等
とう

が記
き

載
さい

されている面
めん

）のみをコピーし，保
ほ

険
けん

者
しゃ

番
ばん

号
ごう

及
およ

び被
ひ

保
ほ

険
けん

者
しゃ

記
き

号
ごう

・番
ばん

号
ごう

部
ぶ

分
ぶん

を油
ゆ

性
せい

マ
ジックで塗

ぬ

りつぶすなどしてマスキングしてください。

A

証
しょう

明
めい

書
しょ

の申
しん

請
せい

書
しょ

用
よう

紙
し

は，最
も

寄
よ

りの法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

（最
さい

終
しゅう

ページの電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

一
いち

覧
らん

を参
さん

照
しょう

して
ください。）又

また

は法
ほう

務
む

省
しょう

のホームページの成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

のページ（https://www.moj.go.jp/
MINJI/minji95.html）からお取

と

り寄
よ

せください。

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

（東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

以
い

外
がい

の）法
ほう

務
む

局
きょく

・地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

戸
こ

籍
せき

課
か

〒102－8226
東
とう

京
きょう

都
と

千
ち

代
よ

田
だ

区
く

九
く

段
だん

南
みなみ

１－１－15　九
く

段
だん

第
だい

２合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

TEL．�03－5213－1234（代
だい

表
ひょう

）　03－5213－1360（ダイヤルイン）

請
せい

求
きゅう

先
さき

窓
まど

口
ぐち

郵
ゆう

送
そう

での請
せい

求
きゅう

先
さき

まど

こう ふ せい きゅう

ぐち ゆう そう

13 473



誰
だれ

が登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

・登
とう

記
き

されていない
ことの証

しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

を請
せい

求
きゅう

できますか？Q23

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

ができる方
かた

は，取
とり

引
ひき

の安
あん

全
ぜん

の保
ほ

護
ご

と本
ほん

人
にん

のプライバシー保
ほ

護
ご

との調
ちょう

和
わ

を図
はか

る
観
かん

点
てん

から，登
とう

記
き

されている本
ほん

人
にん

，配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

・四
よん

親
しん

等
とう

内
ない

の親
しん

族
ぞく

，成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

人
にん

など一
いっ

定
てい

の方
かた

に限
げん

定
てい

されています。なお，取
とり

引
ひき

相
あい

手
て

であることを理
り

由
ゆう

に，請
せい

求
きゅう

することはできません。

A

オンラインで証
しょう

明
めい

書
しょ

を請
せい

求
きゅう

するときの 
手
て

数
すう

料
りょう

はどのようになりますか？Q22

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をオンラインにより行
おこな

う場
ば

合
あい

には，電
でん

子
し

データによって交
こう

付
ふ

される「電
でん

子
し

的
てき

な証
しょう

明
めい

書
しょ

」を求
もと

める方
ほう

法
ほう

と，従
じゅう

来
らい

どおりの紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

（郵
ゆう

送
そう

に限
かぎ

ります。）を求
もと

める方
ほう

法
ほう

とがあります。
　それぞれの場

ば

合
あい

について，次
つぎ

のとおりの額
がく

の手
て

数
すう

料
りょう

を電
でん

子
し

的
てき

に納
のう

付
ふ

しなければなりません。
　詳

くわ

しくは，法
ほう

務
む

省
しょう

ホームページ内
ない

の「オンライン申
しん

請
せい

」のページをご覧
らん

ください。

手
て

数
すう

料
りょう

オンラインによる請
せい

求
きゅう

窓
まど

口
ぐち

・郵
ゆう

送
そう

による請
せい

求
きゅう

証
しょう

明
めい

書
しょ

の種
しゅ

類
るい

紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

電
でん

子
し

的
てき

な証
しょう

明
めい

書
しょ

紙
かみ

の証
しょう

明
めい

書
しょ

登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

380円
えん

320円
えん

550円
えん

登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

300円
えん

240円
えん

300円
えん

A

オンラインによる登
とう

記
き

の申
しん

請
せい

や証
しょう

明
めい

書
しょ

の 
交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

をすることはできますか？Q21

変
へん

更
こう

及
およ

び終
しゅう

了
りょう

の登
とう

記
き

の申
しん

請
せい

や登
とう

記
き

事
じ

項
こう

の証
しょう

明
めい

書
しょ

及
およ

び
登
とう

記
き

されていないことの証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

は，自
じ

宅
たく

や
オフィスからインターネットにより登

とう

記
き

・供
きょう

託
たく

オンライン申
しん

請
せい

システムを利
り

用
よう

して行
おこな

うこともできます（注
ちゅう

21），（注
ちゅう

22）。

（注
ちゅう

21）   オンライン申
しん

請
せい

を行
おこな

うには，認
にん

証
しょう

機
き

関
かん

から発
はっ

行
こう

される電
でん

子
し

証
しょう

明
めい

書
しょ

を取
しゅ

得
とく

する必
ひつ

要
よう

があり，利
り

用
よう

できる認
にん

証
しょう

機
き

関
かん

は法
ほう

務
む

省
しょう

ホーム
ページに掲

けい

載
さい

されています。
（注

ちゅう

22）   手
て

数
すう

料
りょう

の額
がく

，手
て

数
すう

料
りょう

の納
のう

付
ふ

方
ほう

法
ほう

，その他
た

オンライン申
しん

請
せい

の利
り

用
よう

方
ほう

法
ほう

については，法
ほう

務
む

省
しょう

ホームページ上
じょう

の「オンライン申
しん

請
せい

」の
ページをご覧

らん

ください。

A
しん

しん せい しゃ せい きゅう しゃ

せい

とう きょう ほう む きょく

しん せいきょう たくとう き

郵送で交付

電子的な
証明書を
交付

変更・終了の
登記の申請

登記事項の
証明書及び
登記されて
いないこと
の証明書の
交付請求

ゆう

でん し てきとう きへん こう しゅうりょう

しん せいとう き

じ こう

しょうめいしょ およ

とう き

しょうめいしょ

こう ふ せいきゅう

しょうめいしょ

こう ふ

そう こう ふ

14474



●法
ほう

務
む

省
しょう

民
みん

事
じ

局
きょく

参
さん

事
じ

官
かん

室
しつ

　TEL：03ー3580ー4111（代
だい

表
ひょう

）

●法
ほう

テラス（日
に

本
ほん

司
し

法
ほう

支
し

援
えん

センター）
　TEL：0570ー0

お

7
な

8
や

3
み

7
な

4
し

（コールセンター）

●各
かく

市
し

町
ちょう

村
そん

の地
ち

域
いき

包
ほう

括
かつ

支
し

援
えん

センター
　（障

しょう

害
がい

者
しゃ

の相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

は各
かく

市
し

町
ちょう

村
そん

）

●全
ぜん

国
こく

の弁
べん

護
ご

士
し

会
かい

●全
ぜん

国
こく

の司
し

法
ほう

書
しょ

士
し

会
かい

　（公
こう

益
えき

社
しゃ

団
だん

法
ほう

人
じん

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

センター・
　�リーガルサポート）

●日
に

本
ほん

社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

士
し

会
かい

及
およ

び各
かく

地
ち

の
　「権

けん

利
り

擁
よう

護
ご

･成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

センターぱあとなあ」

●全
ぜん

国
こく

の社
しゃ

会
かい

福
ふく

祉
し

協
きょう

議
ぎ

会
かい

●法
ほう

務
む

省
しょう

民
みん

事
じ

局
きょく

民
みん

事
じ

第
だい

一
いち

課
か

　TEL：03ー3580ー4111（代
だい

表
ひょう

）

●東
とう

京
きょう

法
ほう

務
む

局
きょく

民
みん

事
じ

行
ぎょう

政
せい

部
ぶ

後
こう

見
けん

登
とう

録
ろく

課
か

　東
とう

京
きょう

都
と

千
ち

代
よ

田
だ

区
く

九
く

段
だん

南
みなみ

1ー1ー15　九
く

段
だん

第
だい

2合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

　TEL：�03ｰ5213 1ー234（代
だい

表
ひょう

），�
03ｰ5213 1ー360（ダイヤルイン）

●日
に

本
ほん

公
こう

証
しょう

人
にん

連
れん

合
ごう

会
かい

��TEL：03ー3502ー8050
●全

ぜん

国
こく

の公
こう

証
しょう

役
やく

場
ば

●全
ぜん

国
こく

の家
か

庭
てい

裁
さい

判
ばん

所
しょ

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

についてわからないことがありましたら，下
か

記
き

までお問
と

い合
あ

わせください。

登
とう

記
き

事
じ

項
こう

証
しょう

明
めい

書
しょ

の交
こう

付
ふ

請
せい

求
きゅう

，申
しん

請
せい

用
よう

紙
し

などについて

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

について 成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

登
とう

記
き

制
せい

度
ど

について

任
にん

意
い

後
こう

見
けん

契
けい

約
やく

について

成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

を利
り

用
よう

するための申
もうし

立
た

ての手
て

続
つづき

や 
必
ひつ

要
よう

書
しょ

類
るい

，費
ひ

用
よう

などについて

東
とう
京
きょう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 03－5213－1360

横
よこ
浜
はま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 045－641－7976

さいたま地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 048－851－1000

千
ち
葉
ば
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 043－302－1316

水
み
戸
と
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 029－227－9911

宇
うつのみや
都宮地

ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 028－623－0921

前
まえ
橋
ばし
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 027－221－4466

静
しず
岡
おか
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 054－254－3555

甲
こう
府
ふ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 055－252－7176

長
なが
野
の
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 026－235－6611

新
にい
潟
がた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 025－222－1561

大
おお
阪
さか
法
ほう
務
む
局
きょく
� 06－6942－9459

京
きょう
都
と
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 075－231－0199

神
こう
戸
べ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 078－392－1821

奈
な
良
ら
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0742－23－5534

大
おお
津
つ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 077－522－4692

和
わ
歌
か
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 073－422－5131

名
な
古
ご
屋
や
法
ほう
務
む
局
きょく
� 052－952－8111

津
つ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 059－228－4192

岐
ぎ
阜
ふ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 058－245－3225

福
ふく
井
い
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0776－22－5090

金
かな
沢
ざわ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 076－292－7829

富
と
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 076－441－0550

広
ひろ
島
しま
法
ほう
務
む
局
きょく
� 082－228－5765

山
やま
口
ぐち
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 083－922－2295

岡
おか
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 086－224－5659

鳥
とっ
取
とり
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0857－22－2260

松
まつ
江
え
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0852－32－4230

福
ふく
岡
おか
法
ほう
務
む
局
きょく
� 092－721－9334

佐
さ
賀
が
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0952－26－2185

長
なが
崎
さき
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 095－820－5953

大
おお
分
いた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 097－532－3347

熊
くま
本
もと
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 096－364－2145

鹿
か
児
ご
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 099－259－0668

宮
みや
崎
ざき
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0985－22－5250

那
な
覇
は
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 098－854－7953

仙
せん
台
だい
法
ほう
務
む
局
きょく
� 022－225－5734

福
ふく
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 024－534－1933

山
やま
形
がた
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 023－625－1321

盛
もり
岡
おか
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 019－624－1141

秋
あき
田
た
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 018－862－1129

青
あお
森
もり
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 017－776－6231

札
さっ
幌
ぽろ
法
ほう
務
む
局
きょく
� 011－709－2311

函
はこ
館
だて
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0138－23－9526

旭
あさひ
川
かわ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0166－38－1165

釧
くし
路
ろ
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 0154－31－5015

高
たか
松
まつ
法
ほう
務
む
局
きょく
� 087－821－6191

徳
とく
島
しま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 088－622－4171

高
こう
知
ち
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 088－822－3331

松
まつ
山
やま
地
ち
方
ほう
法
ほう
務
む
局
きょく
� 089－932－0888

法
ほう

務
む

省
しょう

のホームページ・アドレス　https://www.moj.go.jp/
（令和４．３）
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地地域域支支援援ススーーパパーーババイイズズ事事業業（（権権利利擁擁護護相相談談）） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のような相談に助言しています。 
● 年金を親族が管理しているが、本人のために使われていないようだ。 
● 悪徳商法にのせられて不必要なものを買わされているようだ。 
● 知人から財産を侵害されている。 
● 多額の借金をしてしまい、生活困難になっている人をどう支援すればよいのか。 
● 親亡き後、障がいのある子の財産の管理は誰にたのめばいいのか。 
● 成年後見制度の利用が必要だが、どのようにすればいいのか。   など 
 

 

【権利擁護専門相談窓口】 

【大阪市・堺市以外】 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室（あいあいねっと） 

所在地  〒542-0065大阪市中央区中寺 1丁目 1番 54号 大阪社会福祉指導センター3階 

電話 06-6191-9500職員による電話相談（月曜日～金曜日の 10時～16時。祝日・年末年始除く） 

専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～・14時半～・最長 80分） 

 

【大阪市】 

大阪市成年後見支援センター 

所在地  〒557-0024大阪市西成区出城 2丁目 5番 20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階 

電話 06-4392-8282（職員による電話相談）（月曜日～土曜日の 9時～17時。祝日・年末年始除く） 

    成年後見制度に関するご相談を受け付けています。 

 

【堺市】 

堺市権利擁護サポートセンター 

所在地  〒590-0078堺市堺区南瓦町 2番 1号 堺市総合福祉会館 4階 

電話 072-225-5655職員による電話相談（月曜日～金曜日の 9時～17時 30分。祝日・年末年始除く） 

    専門職による相談は事前予約が必要。（相談日 木曜日 13時～16時） 

 

 

地域支援スーパーバイズ事業とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどに

より判断能力が十分でない方の権利侵害や困りごとについて、行政、社会福祉

協議会、高齢者・障がい者相談機関、その他事業所など関係機関・団体を対象

に行う相談事業です。様々な解決困難な事例について、弁護士会・社会福祉士

会等と連携し、電話や来所による助言や情報提供を行うものです。 
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社会福祉事業所における苦情解決第三者委員の設置促進について 

 

大阪府社会福祉協議会 

運 営 適 正 化 委 員 会 

  

厚生労働省では、苦情解決の体制や手順を記載した「社会福祉事業の経営者による福祉サー

ビスに関する苦情解決の仕組みの指針」を通知し、福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情

解決に積極的に取り組む際の参考とするようにしています。 

この通知を受け、当委員会においても、社会福祉事業所における苦情解決のための第三者委

員の設置促進のため、研修の実施やポスター・リーフレット等の配布などの支援を行っている

ところです。 

各事業所におかれては、当委員会のポスター・リーフレット等を活用していただき、第三者

委員の設置や機能拡充に取り組んでいただければ幸いです。 

 

  

運営適正化委員会のポスター 昨年度、開催した研修会 

 

事業所内に掲示するポスター、リーフレット等を希望する方は、運営適正化委員会事務局まで

ご連絡ください。必要部数を無償でお送りいたします。 

TEL：06-6191-3130（相談専用） E-ｍail：tekisei@osakafusyakyo.or.jp 
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大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課
〒540-0008 大阪市中央区大手前３丁目２-１２
TEL：06-6944-9167 FAX：06-6944-6681

大阪府ホームページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

「第三者評価」受審の3つのメリット！

施設・事業所の
成長につながる！

▸事業者が提供しているサービスの質について改善点が明らかになります。

▸改善点が明らかになるため、サービスの質の向上に向けて具体的な目標が

設定できます。

▸第三者評価を受ける過程で、職員間での諸課題の共有化と改善意欲の醸成

が促進されます。

利用者等に
アピールできる！

▸評価結果を公表することにより、より多くの方々に事業所をＰＲできます。

▸サービスの質の向上に向けて、職員が一丸となって取り組んでいる姿勢を

アピールできます。

▸さらに、継続受審することにより、改善意欲の高さと、施設・事業所及び

職員の成長を知ってもらうことができます。

求職者に
アピールできる！

▸公表された評価結果により、求職者に対して「当該施設・事業所の理念・

基本方針」や「利用者に対する考え方」「福祉人材の確保・育成計画」

「人事管理の体制整備」等を周知・PRすることができます。

▸施設・事業所の見える化につながり、安定的な人材確保を促します。

受審事業者の声

＊第三者評価を受審し、評価結果を公表することにより、社会福祉法人が経営する社会福祉施設の措置費の弾力運用が
可能になる場合があります。ご不明な点については、お問合せください。

～『信頼され、選ばれる事業所』をめざして～

■福祉サービス第三者評価って何？

☞福祉サービスを提供する施設・事業所のサービスの質について、公正・中立な第三者評価機関（大

阪府認証）が専門的・客観的な立場から評価を行う取組みです。

☞評価結果は、大阪府ホームページ等で公表され、利用者及びその家族等が施設・事業所を選択する

際の情報資源となります。

■職員の意識も大きく変化し、課題・問題点など職員全体で

共有するようになりました。 【保育所】

■評価されると思うと構えてしまいますが、調査者の方はと

ても親切で親身になって話してくれました。

【特別養護老人ホーム】

■単なる指摘だけでなく、温かいアドバイスをいただき、大

変参考になりました。 【障がい者支援施設】

■利用者へのアンケート調査で、潜在的なニーズを把握でき、

受審後のサービス向上につながりました。

【通所介護事業所】
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認証
番号

評価機関名 所在地 連絡先
評価実施分野

高齢 障がい ◎児童

270003
※

特定非営利活動法人

ふくてっく 大阪市阿倍野区 06-6652-6287 ● ● ●

270006 特定非営利活動法人

カロア 泉佐野市 072-464-3340 ● ● ●

270012
※

特定非営利活動法人

ニッポン・アクティブライフ・クラブ 大阪市中央区 06-6941-5220 ● ● ●

270025
※

株式会社

第三者評価 大阪市東淀川区 06-6195-6313 ●

270033 株式会社

H.R.コーポレーション 兵庫県西宮市 0798-70-0651 ● ● ●

270040
※

特定非営利活動法人

NPOかんなびの丘 堺市北区 072-255-6336 ● ●

270042
※

一般財団法人

大阪保育運動センター 大阪市中央区 06-6763-4381 ●

270048
※

特定非営利活動法人

エイジコンサーン・ジャパン 大阪市住之江区 06-6615-1250 ● ● ●

270049 特定非営利活動法人

評価機関あんしん 岸和田市 072-444-8080 ● ● ●

270050 一般社団法人

障がい・介護福祉事業支援
協会

大阪狭山市 072-121-8610 ● ●

270051 特定非営利活動法人

ほっと 堺市堺区 072-228-3011 ● ● ●

270052
※

一般社団法人

ぱ・まる 堺市堺区 072-227-4567 ● ● ●

270054
※

株式会社

ジャパン・マーケティング・エージェン
シー

大阪市中央区 06-6263-0141 ● ● ●

270055 特定非営利活動法人

あ・いっぽ 兵庫県神戸市 078-975-0181 ●

270056 一般社団法人

関西福祉サポート社中 大阪市淀川区 06-7777-1037 ● ● ●

270057 株式会社

ＥＭアップ 兵庫県西宮市 0798-65-3935 ●

270058 株式会社

評価基準研究所 東京都千代田区 03-3251-4150 ●

270059
※

株式会社

JAC機構 堺市西区 072-249-7882 ●

◆大阪府の認証評価機関一覧◆

（令和４年４月11日現在18機関）

※全国社会福祉協議会による全国共通の社会的養護関係施設等（児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、
母子生活支援施設、ファミリーホーム及び自立援助ホーム）第三者評価機関認証を受けている機関 (１８機関中９機関)

担当：大阪府 福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課 調整グループ
TEL（代表）06-6941-0351(内線2491)、（直通）06-6944-9167

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/daisansha/index.html

【令和４年度】

◎児童福祉分野については、保育所・児童館・放課後児童健全育成事業が対象。
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　人権擁護委員は，全国すべての市町村にいます。
　人権擁護委員は，日常生活に埋もれている人権問題を
すくい上げるために，市町村長の推薦を受け，法務大臣
から委嘱されます。
　人権問題の解決にはきめ細かな支援が大切ですので，
人権擁護委員には，色々な経歴を持った人が就任してい
ます。

　人権擁護委員の制度は，昭和２３年にスタートした，歴
史ある制度です。
　人権擁護委員は，人権尊重の理念を国民に広めるた
め，法務局職員と共に人権相談や救済のための活動（こ
のリーフレットの説明参照）をするほか，人権教室や講演
会など地域に密着した人権啓発活動をしています。
　人権擁護委員の制度は，民間の人が国と一体となっ
て，人権を守る制度なのです。

　人権擁護委員は，その職務を行う時，必ずき章（バッ
ジ）を着けています。
　き章(バッジ）のデザインは，外枠が「かたばみ」の葉で，
中が菊型の「人」の字です。このデザインには，地を這っ
て広がる「かたばみ」のように，人権尊重思想が広がるよ
うにとの願いが込められています。

1どんな人？

私たちに話してみませんか

2どんな制度？

3委員の願い

人権擁護委員は法務大臣から委嘱され，活動する民間の方々です。

かたばみ き章

“人権擁護委員”は,
　　あなたの街の相談パートナー 0570-003-110

0120-007-110

0570-070-810

みんなの
人権110番
この電話はおかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）　
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

子どもの人権についての専用相談電話です。
いじめや虐待などの子どもの人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　（全国共通・通話料無料）

ゼロ ゼロ みんな の ひゃくとおばん

子どもの
人権110番

ぜろフリーダイヤル ぜろ なな の ひゃくとおばん

女性の人権についての専用相談電話です。
セクハラやＤＶなどの女性の人権についての相談はこちらへどうぞ。
●受付時間　平日午前8時30分～午後5時15分（全国共通）
●一部のIP電話等からは御利用できない場合があります。

女性の人権
ホットライン

ゼロ ゼロナナ の ハートライン

インターネットでも相談を受け付けています

パソコン・スマホ・携帯電話共通

https://www.jinken.go.jp/

●人権相談はこちらへ●
人権についての相談はなんでも

学校でのいじめ、虐待など子どもに関する相談はこちら

職場でのセクハラ、家庭内暴力など女性に関する相談はこちら

＊端末の環境により、御利用できない場合があります。

人KEN
あゆみちゃん人KENまもる君

人権イメージキャラクター

秘密は守ります。
相談は無料です。

気軽にご相談ください。

ひ みつ

そう だん む りょう

そうき    がる だん

まも

そうだん う つ

そうだんじょせいぼうりょく かんていかばしょく ない

がっこう ぎゃくたい そうだんこ かん

じん

じん

わたし はな

じん けん

まち

じんけんよう ご い いん ほう む だいじん いしょく みんかん

ひと

せい ど

ねがい いん

そう だん

よう ご い いん

けん そうだん

けん そう だん

法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた
● いじめ・虐待を受けた

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた
● いじめ・虐待を受けた

さ べつ う ぼう

ぎゃく　　たい　 う

こう ぎゃく たい

う

う

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた
● いじめ・虐待を受けた

● 差別を受けた ● 暴行・虐待を受けた
● セクハラ・パワハラを受けた
● いじめ・虐待を受けた

● ● 

さ べつ う ぼう

ぎゃく たい う

こう ぎゃく たい

う

う

インターネットによる誹謗中傷などインターネットによる誹謗中傷など
ひ　   ぼうひ　   ぼう ちゅうしょうちゅうしょう

ひとりで悩
まず

法務局に相
談を

なや

ほう む きょく そう だんひとりで悩
まず

法務局に相
談を

なや

ほう む きょく そう だん

人KENあゆみちゃん人KENまもる君
人権イメージキャラクター
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個人情報
流出

法務局

ネット
相談

もう一人で悩まないでもう一人で悩まないで
解決へ解決へ相談から相談から

◉全国各地の法務局では，職員や人権擁護委員が
　人権に関するご相談をお受けしています。
◉あなたの悩みの解決のため，最善の方法を一緒に
　考えます。
◉必要に応じて，事実関係を調査し，事案に応じた適切な
　措置を講じます。
◉いじめ，いやがらせ，虐待などを
　見たり聞いたりしたときにも，情報をお寄せください。

かも…

あなたの
その悩み

なぜ私だけ…。

だれ たす

誰か助けて。

どこに相談すれば
良いのかわからない。

こわいよう…。

◉いじめ・いやがらせ

◉虐待

窓口相談

電話相談

そう

よ

だん

人権擁護委員 法務局職員

インターネット相談

ぎゃく たい

◉差別
さ べつ

どうしよう

◉インターネットでのプライバシー侵害
しん がい

な　や

じん けん しん がい
ひ と り な  や

そ  う

ぜん

まど ぐち そう だん

でん わ そう だんじん けん よう ご い いん ほう む きょくしょく いん

こく かく ち ほう む きょく じん けん よう ご い いんしょく いん

じん けん かん うそう だん

ひつ よう じ

そ ち こう

じつ かん けい ちょう さ じ あん おう てき せつおう

なや かい けつ さい ぜん ほう ほう いっ しょ

ぎゃく たい

み き じょう ほう よ

かんが

だ  ん か  い け  つ

法律的なアドバイス
専門的な機関を紹介助言・紹介

しょう かいじょ げん
ほうりつ てき

せん もん てき き かん しょうかい

人権侵害をした人に
改善を求める説示・勧告

せつ じ かん こく
じん けん

かい ぜん もと

しん がい ひと

話合いを仲介し
相手方との関係を調整関係調整関係調整

かん けい ちょう せい
はなし

あい て がた かんけい ちょうせい

あ ちゅうかい

わたし

そう だん

専門機関
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